
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 給与が未払の場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：コロナの影響で、社員の給与の一部を

翌月払にしてもらいました。この場合、源泉

徴収はどうしたらいいですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：支給総額に対する税額のうち、支給す

る額に対応する税額だけを源泉徴収します。 

【解説】  

所得税では、給与等の支払いをする者が給

与等の支給をする場合、その支払いの際に、そ

の給与等に係る所得税を源泉徴収しなければ

ならないこととされています。 

したがって、給与等の支給が確定していて

も、現実にその支払いがされなければ源泉徴

収をする必要はなく、未払いであれば、その未

払いの給与等を実際に支払う時に源泉徴収す

ればよいこととなります。 

なお、給与等の一部を支給する場合は、次の

手順で支給する額に対応する源泉徴収税額を

計算します。 

①確定している支給総額に対する税額を求め

ます。 

②①で求めた税額を支給する金額で按分しま

す。円未満が出た場合は、切り捨てます。 

③②で求めた金額が納めるべき税額になりま

す。 

 ちなみに、賞与の一部を支給するという場

合も給与等の場合と同じように、支給する額

に対応する源泉徴収税額を計算します。    
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